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付 則      

 (改 訂 履 歴 ）     

訂 番  年 ・月 ・日  頁    承  認  

0 1  平 成 1 4 年 4 月 1 日  －  新 規 作 成    

0 2  平 成 2 0 年 5 月 1 日   料 金 体 系 見 直 し    

-  平 成 2 3 年 1 0 月 1 9 日    データ検 証 料 金 (注 1～ 3 )一 部 修 正   
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エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル 料 金 規 程  

 

第 １ 条  エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル  (以 下 、 「 エ コ リ ー フ 」 と い う )に 係 わ る 料 金

を 定 め る 。  

 

第 ２ 条  料 金 は 以 下 の ６ 種 と し 、 別 表 １ に 定 め る 。  

①  シ ス テ ム 認 定 料  

②  デ ー タ 検 証 料  

③  ラ ベ ル 登 録 料   

④  支 援 ソ フ ト 貸 与 料  

⑤  要 員 資 格 取 得 料  

⑥  登 録 維 持 費  

  ２ ． 別 表 １ を 公 開 す る 。  

 

第 ３ 条  シ ス テ ム 認 定 料 お よ び デ ー タ 検 証 料 を 含 む エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル 各

種 料 金 は 、 必 要 に 応 じ て 見 直 す 。  

２ ． デ ー タ 検 証 料 は 外 部 検 証 に 適 用 す る 。  

３ ． ラ ベ ル 登 録 料 は １ 年 ご と の 更 新 と す る 。  

 

第 ４ 条  シ ス テ ム 認 定 審 査 料 ま た は デ ー タ 検 証 料 の 徴 収 は 、 社 団 法 人 産 業 環

境 管 理 協 会 と シ ス テ ム 認 定 申 請 者 ま た は デ ー タ 検 証 申 請 者 と の 間 に 役 務

契 約 を 締 結 の 上 行 う も の と す る 。  

 

 

付 則 （ 改 訂 履 歴 ）  

本 規 程 は 、 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

本 改 訂 は 、 平 成 ２ ０ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   
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別 表 １  エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル 料 金 表  

 

シ ス テ ム 認 定 標 準 料 金 (消 費 税 別 途 ) 

 

審査料金（万円/件） 140
 

 

（ 注 1）  上 記 標 準 料 金 は 製 品 事 業 体 ご と と し ま す (エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル シ ス テ

ム 認 定 規 程 第 7 条 参 照 )。 同 一 事 業 者 に お け る 複 数 の 事 業 体 が 同 一 シ ス

テ ム で 運 用 さ れ て い る か 否 か の 判 断 と 料 金 は 、 製 品 環 境 デ ー タ 集 積 シ

ス テ ム 認 定 申 請 の た め の 基 礎 調 査 書 を 基 に 個 別 協 議 の 上 決 定 し ま す 。  

（ 注 ２ ） 追 審 査 /レ ビ ュ ー は 、 認 定 有 効 期 間 中 に 大 幅 な シ ス テ ム 変 更 を 行 っ た 場

合 に 適 用 し 、 料 金 は 、 シ ス テ ム 変 更 内 容 に 応 じ て 、 個 別 協 議 の 上 決 定

し ま す 。  

（ 注 ３ ） 審 査 に 要 す る 旅 費 お よ び 交 通 費 は 別 途 請 求 し ま す 。  

（ 注 ４ ） 認 定 有 効 期 間 は 、 認 定 翌 月 か ら 起 算 し て ３ ６ か 月 と し ま す 。    

 

デ ー タ 検 証 標 準 料 金 表 （ 消 費 税 別 途 ）  

 

検証料金（万円/件）

２～３製品目

４～５製品目

６製品目以降

類似製品の同時検証料金（万円/製品）

22

16.5

11

5.5
 

 

（ 注 １ ）  類 似 製 品 の 同 時 検 証 ／ 判 定 料 金 は 、 ２ ～ ３ 番 目 の 各 製 品 に つ い て は 1

製 品 目 の 7 5 %、 ４ ～ ５ 番 目 に つ い て は 1 製 品 目 の 5 0％ 、 ６ 番 目 以 降 に

つ い て は 1 製 品 目 の 2 5％ と し ま す 。  

（ 注 ２ ） 類 似 製 品 の 検 証 料 金 の 適 用 を 受 け る 製 品 は 、 同 時 に 検 証 申 請 さ れ た も

の に 限 り ま す 。  

（ 注 ３ ） 類 似 製 品 で あ る か 否 か は 、 複 数 の 検 証 申 請 製 品 が 、 同 一 設 計 思 想 に 基

づ き 、 主 要 部 品 ・ 原 材 料 等 の 基 本 構 成 と 主 要 工 程 を 共 通 と し て 生 産 さ

れ る 、 同 一 機 能 の 製 品 で あ る こ と を 前 提 に 、 類 似 製 品 （ チ ェ ッ ク シ ー

ト ） を 基 に 個 別 に 協 議 の 上 決 定 し ま す 。  

デ ー タ 検 証 申 請 者 は 、 複 数 の 申 請 製 品 を 類 似 製 品 と 見 な す 根 拠 と 、

各 製 品 の 相 違 点 を 説 明 す る 書 類 を 、 デ ー タ 検 証 時 の 添 付 書 類 と し て 提

出 す る 必 要 が あ り ま す 。  

（ 注 4） 製 品 登 録 の 当 初 の 有 効 期 間 は 、 登 録 翌 月 か ら 起 算 し て １ ２ か 月 と し 、 そ

れ 以 降 は １ ２ か 月 単 位 で 更 新 し ま す 。  

（ 注 5） 上 記 検 証 料 金 は 、 社 団 法 人 産 業 環 境 管 理 協 会 東 京 本 部 に お い て 実 施 す る

場 合 に 適 用 し ま す 。 検 証 申 請 者 の 指 定 場 所 で 実 施 す る 場 合 の デ ー タ 検

証 員 の 旅 費 、 交 通 費 お よ び 日 当 は 、 社 団 法 人 産 業 環 境 管 理 協 会 の 規 定

に 従 い ま す 。  
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登 録 料 金 （ 消 費 税 別 途 ）  

 

例  売 上 高 5 0 億 円 の P C R 単 位 料 金 は 、 2 0＋ ( 5 0 - 1 0 )× 1 0 / 9 0＝ 2 4 . 4 万 円 / P C R・ 年  

 (注 １ )上 記 料 金 1 . 2 の い ず れ か の う ち の 選 択 し た 料 金 を 適 用 し ま す 。  

(注 ２ )料 金 ２ の Ｐ Ｃ Ｒ 単 位 の 製 品 売 上 高 は エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル 登 録 ・ 公 開 有  

無 に 関 ら ず Ｐ Ｃ Ｒ で 定 義 さ れ た 製 品 全 体 の 売 上 高 に よ り 決 定 し ま す 。  

 

 

そ の 他 料 金 （ 消 費 税 別 途 ）  

 

 

新規 更新 備考

3 2

1億円未満 7 ← 　

10億円未満 10+(売上高-1）（億円）×5/9 ← 　

100億円未満 20+(売上高-10）（億円）×10/90 ←

1000億円未満 40+(売上高-100）（億円）×20/900 ←

1000億円以上 60 ←

2．ＰＳＣ単位料金
　　（万円/ＰＳＣ・
年）

売
上
高

1．ラベル単位料金
　　（万円/ラベル・年）

（万円）

３ヶ月 2 個別ラベルはＰＳＣ単位

ソフト貸与料 ６ヶ月 3 システム認定企業は事業体単位

１２ヶ月 5

要員資格取得費 1 1

4 4

登録維持費(/人・年） 1 資格維持費、定期情報提供

受験料（/人）

研修料(/人）

貸
与
期
間

2 . P C R 単 位 料 金  
（万 円 ／ P C R  
・年 ）  

P C R  


